
運転免許試験等の案内　その２  

①

② 各証明書等（卒業証明書、終了証明書、修了証明書、検査合格証明書、取消処分者講習終了証書、原付講習終了証明書等）

③

④

⑤ 運転免許証、マイナ免許証、仮運転免許証　（運転免許証等保有者のみ）

⑥ 筆記用具（ＨＢの鉛筆、消しゴム、ボールペン）

⑦ 印鑑、受験手数料、免許証等交付手数料

２　但馬運転免許センター（注１） 《学科・技能試験実施日　木曜日・金曜日（祝日、年末年始（12月29日～1月3日）を除く。）》

　　所在地：　養父市八鹿町朝倉下台48-5 電話：　(079)－662－1117

申請のみ 木・金 8:30 ～ 9:20

学科・技能試験免除の方

第二種免許（普通、中型、大型、大特、牽引）

普通一種　本免許　・大特一種（初回受験 ・再受験）

準中型　本免許（初回受験 ・再受験）

自動二輪（普通・大型）免許　

（原付講習終了者）

（原付講習未受講者）

普通一種仮免許　準中型仮免許

普通一種本免許　準中型本免許

大型特殊免許

第二種免許　（普通、中型、大型、大特、牽引）

自動二輪（普通・大型）免許　

技能審査

注１　１月から３月末までの間は、技能試験を行いません。

  ２　有効期限切れの理由がある場合、理由を証明できる書類が必要です。（旅券、入院証明書、その他証明書等、理由が無い場合は必要ありません。）

《技能試験を実施していない免種》

10:30

・大型　　　　　・大型仮免

11:00

・中型二種　　・大型二種

適性試験
学科試験

  ３　原付講習の予約先：　県下の指定自動車教習所で実施しています。（兵庫県警察ホームページでも確認できます。）

受付後に審査日を予約し、
指定日に審査

飛入り等

適性試験
学科試験

学科試験合格後
技能試験予約

＊学科試験合格後、技能試験予
約。

・けん引二種

限定解除審査

免許期限切れ、６ヶ月超１年未満（仮免許の申請）
＊大型、中型、準中型又は普通自動車を運転できる免許を取
得していた者で、やむを得ない理由がなく、有効期限が切れて
６月を超え１年を経過しない場合の手続きです。

即日交付（仮免許）

教習所
卒業者 ＊合格者講習受講、運転免許証

用写真撮影、交付。
適性試験
学科試験

（技能試験免除）

・普通一種（仮免、本免）
・準中型（仮免、本免）
・中型一種（仮免、本免）
・自動二輪（普通）・大特
・第二種免許（普通、大特）

予約は火曜日～金曜日の
執務時間内

・大型二輪　　・けん引

学科試験免除の方

受験種類等

＊免許証等は、原付講習受講後
別日に交付となります。

曜日 受付

～

免許証等
有効期限

切れ
（注２）

木・金

適性試験
技能試験

（学科試験免除者等）

8:30

＊合格者講習受講、運転免許証
用写真撮影、交付。

原付免許
（注３）

小型特殊免許

住民票（本籍・国籍記載されたもの・マイナンバーは記載不要、コピーは不可　）
　　　　日本国籍で日本国内居住の方で運転免許証をお持ちの方は、不要です。
＊注意＊　外国籍の方は、特定事項（住民基本台帳第30条の45に規定されている在留資格・在留期間等）が記載されたものが必
要です
◇　日本国籍で国外に転出し、住民票がない方は、戸籍謄本等(戸籍謄本・戸籍抄本・戸籍全部事項証明書・戸籍個人事項証明
書)及び滞在証明書が必要です。
◆　住民基本台帳法の適用を受けず、住民票がない方は、外務省等発行身分証明書類及び公的機関等発行住所確認書類及び
パスポートが必要です。(詳細は、お問い合わせください。)

即日交付
（適性試験合格・講習受講）
＊理由がある場合、証明できる書
類が必要です。

～ 9:20

適性試験のみ
（学科・技能試験免除）

月

備考

＊合格者講習受講、運転免許証
用写真撮影、交付。

令和８年5月11日改訂

身分証明書　　運転免許証等保有者・教習所卒業者は必要ありません。
マイナンバーカード、健康保険証、旅券、官公庁が法令の規定により交付した免許証、会社の職員証、在留カード、特別永住者証
明書（切替え前の外国人登録証明書を含む。）など申請者が本人であることを確認できるもの。

写真　１枚
（ｻｲｽﾞ 縦 3cm横 2.4cm、６ヶ月以内に撮影、無帽、正面、上三分身、無背景、仮免許受験の場合は３枚必要です。）

＊学科試験予約関係【兵庫県警察HPよりウェブ予約】　＊学科試験予約キャンセル【ナビダイヤル】　0570-078-912

免許期限切れの方（６ヶ月以内・理由有り３年以内）
＊有効期限を過ぎてからの期間及びやむを得ない理由の有
無により、特定失効者講習を受講すれば、学科及び技能試験
が免除される場合の手続きです。

受験内容

教習所にて取得時講習等を終了した方（飛入り受験・原付等）

受験に必要な書類等


